
「魅力ある職場づくり」推進に向けた各企業の取組

当社の所定外労働時間の削減に関する取組

事業内容 小型精密モーター、アクチュエーター及び
それらの応用製品の製造

所  在 地 福島県二本松市渋川字十文字１０

会社概要

R８.1.2０

製造している製品（小型精密モーター）

• 当社はモーターの製造工場として、アミューズメント製品の小型精密モーターや、

その応用製品を製造している。勤務時間は日勤のみであり夜勤はなく、所定外労働

時間は月平均3時間であり、日中の勤務時間内に業務が終了するよう計画している。

• 有給休暇は年20日（勤務15年以上は年22日）付与しており、平均15日以上取得

している。土、日曜や祝日は休みとなるが、祝日が土日に重なった場合は振替とし

ているので、休日も多い。他に目的別休暇制度として、通常の年次有給休暇とは別

に、子供の学校行事や自身の通院等に使用できる有給休暇制度がある。

• 社員は55名で女性がやや多いが、技能が必要となる工程においては、例えば子供

の看病のため急に欠員が生じた場合であっても、他の人が作業を進めることが出来

るよう、多能工化をすすめ、技能マップを作成している。

• 若手社員メンター制度として、新入社員に対し年齢の近い同性の先輩社員が月に一

度面談を行い、悩みや仕事上のわからないことを相談し、サポートする体制を整備

している。

• このように働きやすい職場とすることで、2020年の定期採用再開後、新卒者の離

職率は０％となっている。

面談の様子。左から、高橋業務課課長代理、谷米
業務課係長、綿貫労働基準部長
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